
自白だけを証拠とし起訴する
検察も、自白だけで犯人と判
断した裁判所も同罪だ！
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布川事件の再審判決で、犯人とされ無期懲役が確定
していた二人に無罪が言い渡されました。自白と目撃
証言だけで有罪とした原判決が否定されたのです。検
察の主張のみを採用して犯人と推認した裁判所も検察
と同罪であり、足利事件同様二人に謝罪するべきです。

え ん 罪 防 止 に は 取 り 調 べ の

全 面 可 視 化 が 必 要 だ ！
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